
問

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
が
平
成

年
本

27

格
実
施
さ
れ
る
が
、
こ
れ

ま
で
の
市
町
村
の
責
任
に

よ
っ
て
保
育
を
提
供
し
て

き
た
も
の
か
ら
、
利
用
者

と
事
業
者
の
直
接
契
約
と

し
、
現
物
給
付
か
ら
現
金

給
付
へ
の
仕
組
み
の
変
更

と
い
わ
れ
る
。

施
設
・
事
業
に
よ
っ
て

保
育
に
格
差
が
持
ち
込
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。

基
準
等
の
条
例
化
で

は
、
保
育
士
資
格
者
の
割

合
、
学
童
保
育
の
面
積
基

準
や
資
格
を
有
す
る
専
任

支
援
員
の
配
置
は
ど
う
な

る
か
。

市
長

利
用
定
員
が
少
な

い
事
業
は
保
育
士
資
格
は

必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い

が
、
研
修
を
終
了
し
、
保

育
士
と
同
等
以
上
の
知
識

・
経
験
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

学
童
保
育
の
設
備
・
運

営
の
基
準
に
つ
い
て
は
厚

労
省
の
省
令
を
踏
襲
し
規

則
で
定
め
る
が
、
あ
く
ま

で
最
低
基
準
で
あ
り
、
本

市
の
学
童
保
育
の
実
態
か

ら
大
き
く
変
わ
る
も
の
で

は
な
い
。

問

市
民
の
ニ
ー
ズ
調
査

で
明
ら
か
に
な
っ
た
保
育

の
必
要
量
に
対
す
る
担
当

課
の
認
識
は
「
調
査
結
果

は
過
大
な
数
値
と
推
察
」

と
し
て
お
り
、
問
題
は
な

い
か
。

市
長

ニ
ー
ズ
調
査
で

は
、
ゼ
ロ
歳
児
保
育
を
希

望
す
る
人
が
８
割
、
１
，

２
歳
児
保
育
で
は
９
割
と

い
う
回
答
、
現
在
の
利
用

状
況
は
ゼ
ロ
歳
児
で
２

割
、
１
歳
児
で
５
割
で
、

入
所
待
ち
児
童
を
考
慮
し

て
も
調
査
結
果
の
よ
う
な

数
値
に
な
ら
な
い
。

低
年
齢
児
の
保
育
需
要

に
つ
い
て
供
給
不
足
で
あ

る
こ
と
は
認
識
し
て
お

り
、
事
業
計
画
に
反
映
さ

せ
て
い
き
た
い
。

問

新
制
度
で
は
保
護
者

が
保
育
の
必
要
性
と
必
要

量
の
認
定
を
受
け
る
た
め

市
に
申
請
し
、「
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
新
し
い
負
担
が

生
じ
る
。

保
護
者
に
新
た
な
負
担

が
生
じ
な
い
よ
う
対
策
を

図
る
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

市
長

手
続
き
と
入
所
申

し
込
み
を
同
時
に
行
い
、

認
定
と
入
所
結
果
を
合
わ

せ
て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と

に
よ
り
、
手
続
き
の
簡
素

化
を
図
る
。

問

新
制
度
で
は
新
た
に

保
育
所
以
外
の
施
設
に
つ

い
て
も
、
市
が
保
育
料
を

設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
独
自
の
軽

減
措
置
の
継
続
・
拡
大
、

ま
た
、
障
害
児
・
乳
児
保

育
の
保
育
士
の
加
配
な
ど

を
図
れ
な
い
か
。

市
長

平
成

年
度
か
ら

25

実
施
し
て
い
る
小
学
生
以

下
の
子
ど
も
が
３
人
い
る

場
合
の
第
３
子
の
保
育
料

の
無
料
化
は
施
設
の
区
別

な
く
継
続
す
る
。

保
育
所
以
外
の
施
設
の

保
育
料
に
つ
い
て
は
、
市

が
定
め
る
現
在
の
保
育
所

の
保
育
料
に
お
け
る
国
基

準
に
占
め
る
割
合
と
同
水

準
に
な
る
こ
と
を
基
本
に

検
討
し
て
い
る
。

問

市
の
臨
時
・
非
正
規

職
員
の
待
遇
改
善
に
つ
い

て
、
総
務
省
は
７
月
の
通

知
で
、「
空
白
期
間
設
定
」

の
根
拠
は
存
在
し
な
い
こ

と
、募
集
に
あ
た
っ
て
「
任

用
の
回
数
や
年
数
が
一
定

数
に
達
し
て
い
る
こ
と
」

を
理
由
に
制
限
し
な
い
こ

と
な
ど
を
示
し
た
。

市
の
臨
時
・
非
常
勤
職

員
の
任
用
規
定
を
見
直
す

考
え
は
な
い
か
。

市
長

臨
時
職
員
の
任
用

更
新
は
、
そ
の
職
や
業
務

の
必
要
性
、
当
該
職
員
に

関
す
る
客
観
的
評
価
を
も

と
に
決
定
し
て
い
る
が
、

同
一
人
を
同
一
の
職
に
長

期
に
わ
た
っ
て
任
用
す
る

こ
と
は
均
等
な
就
労
機
会

の
付
与
の
阻
害
要
因
に
な

る
他
、（
２
面
に
つ
づ
く
）
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鶴
岡
市
議
会
９
月
定
例
会
が
２
日
開
会
さ
れ
、
日
本

共
産
党
市
議
団
を
代
表
し
て
加
藤
鉱
一
議
員
が
総
括
質

問
を
行
い
ま
し
た
。

保
育
新
制
度
で
保
育
士
・
支
援
員
の
配
置
は

コ
ミ
セ
ン
の
使
用
は
無
料
化
を

市
長

地
域
住
民
で
組
織

す
る
団
体
で
あ
れ
ば
、
体

育
施
設
を
除
き
、
基
本
的

に
無
料
と
し
、
よ
り
多
く

の
地
域
の
人
々
か
ら
利
用

い
た
だ
き
た
い
。

地
域
住
民
以
外
の
団
体

に
は
使
用
料
を
頂
戴
し
て

い
る
が
、
他
の
公
共
施
設

と
の
均
衡
を
図
り
な
が

ら
、
生
涯
学
習
の
普
及
や

芸
術
文
化
の
振
興
等
に
配

慮
し
、
使
用
料
の
減
免
措

置
を
講
じ
て
い
る
。

問

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
は
条
例
で
は
「
使
用

料
は
無
料
と
す
る
」
と
な

っ
て
い
る
。

旧
町
村
に
お
い
て
は
人

口
減
少
が
地
域
存
続
の
最

大
の
課
題
と
な
っ
て
お

り
、
営
利
・
商
業
以
外
の

す
べ
て
の
市
民
の
施
設
利

用
は
無
料
に
し
て
、
住
民

の
社
会
活
動
や
地
域
づ
く

り
の
活
発
化
を
促
進
す
る

こ
と
が
大
切
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

を
進
め
て
い
き
た
い

鶴
岡
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
解
雇
さ
れ
た
従
業
員
に

は
、
本
市
の
ワ
ー
ク
サ
ポ

ー
ト
ル
ー
ム
を
窓
口
と
し

た
支
援
や
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
な
ど
と
協
力
し
、
求
人

説
明
会
を
開
き
再
就
職
支

援
を
開
始
し
て
い
る
。

労
基
署
に
要
望
し
て
い

た
未
払
い
賃
金
の
立
て
替

え
に
つ
い
て
は
８
月

日
29

に
認
定
さ
れ
、
個
々
の
請

求
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

今
後
も
関
係
機
関
と
協

力
し
な
が
ら
出
来
る
だ
け

速
や
か
に
再
就
職
で
き
る

よ
う
適
切
な
支
援
を
行
っ

て
い
く
。

解
雇
さ
れ
た
従
業
員
の
支
援
図
れ

問

鶴
岡
市
の
誘
致
企
業

で
あ
る
Ｄ
Ｉ
Ｏ
ジ
ャ
パ
ン

の
子
会
社
「
鶴
岡
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
」
は
、
名
ば
か

り
の
研
修
、
他
地
域
へ
の

派
遣
業
務
、
行
政
に
対
す

る
虚
偽
報
告
な
ど
違
法
な

事
業
、
５
月
以
降
の
未
払

い
賃
金
な
ど
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の

著
し
く
欠
如
し
た
企
業
を

誘
致
し
た
市
の
責
任
を
明

ら
か
に
し
、
解
雇
さ
れ
た

労
働
者
の
支
援
に
つ
い
て

ど
う
取
り
組
む
の
か
。

市
長

厚
労
省
及
び
山
形

県
と
共
同
し
な
が
ら
調
査

臨
時
職
員
の
任

用
規
定
見
直
せ



（
１
面
の
つ
づ
き
）

特
定
の
職
員
の
任
務
固
定

化
を
招
き
か
ね
ず
、
長
期

に
わ
た
っ
て
就
労
で
き
る

と
い
う
誤
解
を
招
か
な
い

た
め
に
も
、
更
新
の
限
度

を
定
め
る
べ
き
。

嘱
託
職
員
に
つ
い
て

は
、
業
務
の
専
門
性
や
経

験
に
も
と
づ
く
業
務
執
行

の
効
率
性
等
を
考
慮
し
て

一
定
の
限
度
が
必
要
と
考

え
、
１
年
ご
と
に
客
観
的

な
能
力
評
価
を
経
て
、
任

用
の
更
新
の
限
度
は
５
年

と
す
る
こ
と
が
至
当
だ
。

こ
の
度
の
通
知
に
照
ら

し
て
も
、
本
市
に
お
け
る

任
用
の
更
新
の
限
度
に
つ

い
て
の
規
定
を
見
直
す
必

要
は
な
い
と
認
識
す
る
。

２
日
開
会
さ
れ
た
鶴
岡

市
議
会
９
月
定
例
会
に
、

請
願
が
４
件
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

●
集
団
的
自
衛
権
行
使
の

閣
議
決
定
の
撤
回
を
求
め

る
意
見
書
提
出
の
請
願

（
県
憲
法
共
同
セ
ン
タ
ー
）

●
政
府
に
よ
る
緊
急
の
過

剰
米
処
理
を
求
め
る
請
願

（
庄
内
農
民
連
）

●
農
業
委
員
会
、
企
業
の

農
地
所
有
、
農
協
改
革
な

ど
、
「
農
業
改
革
」
に
関

す
る
請
願
（
庄
内
農
民
連
）

●
鶴
岡
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

元
従
業
員
救
済
に
関
す
る

請
願
（
連
合
鶴
岡
田
川
地

域
協
議
会
）

日
本
共
産
党
市
議
団
は

請
願
４
件
の
全
て
の
紹
介

議
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。

山
形
県
議
会
６
月
定
例

会
で
問
題
に
な
っ
た
よ
う

に
、
自
民
党
は
地
方
議
会

に
「
憲
法
改
正
」
意
見
書

を
出
す
策
動
を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
が
、
鶴
岡
市
議

会
に
は
今
回
出
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

土木課入札結果（ ）内は予定価格
9月1日入札分

・市道本町三丁目井岡線ほか２路線消雪施設改修工事（家中新町地内ほか）
日本地下水開発(株) 7,330,000円（7,808,000円）工期～11/14（落札率93.9％）
・区画線設置工事(その２)（美咲町地内ほか）
新和産業(株)庄内支店 2,250,000円（2,264,000円）工期～10/31（落札率99.4％）
・市道三和町遠賀原線道路改良工事（千石町地内）
田川砂利工業(株) 8,800,000円（9,176,000円）工期～27/1/9（落札率95.9％）

8月28日入札分
・市公共下水道事業 雨水日枝第３幹線樋門新設工事（日枝地内）
笠原建設工業(株) 30,300,000円（31,077,000円）工期～27/2/30（落札率97.5％）

南部建設事務室入札結果（ ）内は予定価格
9月1日入札分

・市道楯・椿出南線田沢新橋高欄修繕工事（黒川地内）
中止

下水道課入札結果（ ）内は予定価格
8月28日入札分

・市集落排水事業 羽黒中央地区管路施設6～8号新設工事（羽黒町狩谷野目地内）
(株)浅賀建設 19,400,000円（20,500,000円）工期～12/26（落札率94.6％）

8月21日落札決定保留分
・市集落排水事業 羽黒中央地区農業集落排水処理施設 放流管路新設工事（羽
黒町狩谷野目地内）
(株)丸元建設 18,896,000円（23,620,000円）工期～12/26（落札率80.0％）

農山漁村振興課入札結果（ ）内は予定価格
8月28日入札分

・平成25年災 林道桂谷線災害復旧工事(繰越)（小名部地内）
本間建設(株) 15,450,000円（16,855,000円）工期～12/10（落札率91.7％）

櫛引庁舎入札結果（ ）内は予定価格
8月28日入札分

・くしびき温泉ゆ～Ｔｏｗｎ揚湯ポンプ引上げ・据付及び揚湯管交換工事
小櫛探鉱鑿泉(株) 3,600,000円（4,038,000円）工期～10/17（落札率89.2％）

菅
井
巌
市
議
の
地
域
後
援
会
主
催
で
夏

の
つ
ど
い
が
１
０
０
人
を
超
え
る
参
加
で

大
盛
況
で
し
た
。

（
写
真
右
か
ら
菅
井
巌
市
議
、
関
徹
市
議
団

長
、
市
農
業
委
員
予
定
候
補
・
荻
原
ゆ
う
た

氏
）

の
実
情
に
応
じ
て
市
町
村

が
実
施
す
る
地
域
支
援
事

業
へ
移
行
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
入
所
要
件
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
新
た
に
入
所

す
る
人
は
原
則
、
要
介
護

３
以
上
と
な
る
。

本
市
に
お
い
て
特
養
入

所
者
の
う
ち
要
介
護
１
又

は
２
の
人
は

人
、
入
所

48

者
全
体
の
６
％
だ
が
、
今

回
の
改
正
で
入
所
者
を
退

所
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

問

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
委
託
で
は
、
運
営

を
委
託
さ
れ
て
い
る
法
人

な
ど
が
利
用
者
を
誘
導
し

て
囲
い
込
む
ケ
ー
ス
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
紹
介
で
セ
ン

タ
ー
併
設
の
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
を
利
用
し
た
人
の

割
合
は
。

委
託
に
お
け
る
中
立
性

を
ど
う
確
保
す
る
か
。

市
長

本
市
の
平
成

年
25

度
介
護
予
防
給
付
の
プ
ラ

ン
状
況
は
、
作
成
延
べ
件

数
は
１
万
１
６
１
８
件
、

う
ち
他
事
業
者
へ
の
委
託

延
べ
件
数
４
３
８
１
件
、

委
託
事
業
者
数
は

事
業

34

者
と
な
っ
て
お
り
、
利
用

者
を
囲
い
込
み
す
る
と
い

う
状
況
で
は
な
い
。

委
託
契
約
で
「
公
平
・

中
立
性
に
配
慮
し
、
介
護

保
険
法
の
ほ
か
関
係
法
令

を
遵
守
」
す
る
こ
と
を
明

記
し
、
年
度
初
め
の
全
体

会
議
で
注
意
喚
起
、
年
１

回
の
活
動
状
況
調
査
で
問

題
が
な
い
か
確
認
し
て
お

り
、
公
正
中
立
な
運
営
は

確
保
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
市
の
い
じ
め
防

止
対
策
推
進
条
例
に
つ
い

て
も
質
問
し
ま
し
た
が
、

時
間
切
れ
で
答
弁
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

国
保
は
増
税
に
よ
ら
な
い
繰
り
入
れ
検
討
を

問

国
保
会
計
に
つ
い

て
、
国
保
税
の
増
税
に
よ

ら
な
い
一
般
会
計
か
ら
の

繰
り
入
れ
の
本
格
的
な
検

討
が
さ
れ
な
い
か
。

市
長

一
般
会
計
か
ら
の

支
援
は
、
法
定
外
の
繰
り

入
れ
は
極
力
行
わ
な
い
も

の
と
し
て
き
た
。

さ
ら
に
交
付
税
措
置
も

な
い
た
め
、
合
併
特
例
期

間
終
了
を
見
据
え
れ
ば
、

こ
れ
以
上
一
般
会
計
で
国

保
の
負
担
を
肩
代
わ
り
す

る
こ
と
は
到
底
で
き
な

い
。

介
護
保
険
改
悪
の
影
響
ど
う
考
え
る

問

介
護
保
険
制
度
で

は
、

年
度
の
利
用
実
態

25

を
も
と
に
介
護
保
険
制
度

の
改
悪
の
影
響
を
ど
う
考

え
る
か
。

市
長

本
年
４
月
に
要
支

援
１
，
２
で
訪
問
介
護
を

利
用
さ
れ
て
い
る
人
は
３

３
１
人
、
通
所
介
護
は
４

７
８
人
い
る
。

今
回
の
改
正
で
、
要
支

援
１
，
２
の
人
は
、
地
域


